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～水みちの連続性を目指して！～
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背景
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背景～岐阜の「清流」について～
岐阜の河川について

・ 岐阜県は、長良川に代表される「清流」が、人々の生活に根付き、多くの恵みの源となっています。

長良川（関市・小瀬鵜飼）長良川（郡上市・鮎釣り）

粕川（揖斐郡・水遊びをする子供たち） 糸貫川 清流平和公園（北方町） 3



背景～清流の国ぎふづくり～

「清流の国ぎふづくり」
・岐阜県は 「第３０回全国豊かな海づくり大会」を契機として、高まった環境保全に対す
る県民意識を受け、同大会の理念を継承・発展させ、平成２３年７月に「清流の国ぎふ
づくり宣言」をしました。

清流の国ぎふ憲章
～豊かな森と清き水 世界に誇れる 我が清流の国～

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、

知
清流がもたらした

自然、歴史、伝統、、文化、技を知り学びます

創
ふるさとの宝ものを磨き活かし、

新たな創造と発信に努めます
伝

清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます

「清流の国ぎふ憲章」
・岐阜県には 「清流の国ぎふ」の基本理念となる
「清流の国ぎふ憲章」 があります。
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●生物が棲めるきれいな水を守る
●自然と共生した川をつくる

●「水みち」の連続性を
確保する

●土壌が流出しにくい山をつくる

●森・川から生まれる環境価値
を活かす

●森・川が育む豊かな自然環境
を活かす

●森・川から生まれる県産品を
活かす

●清流を学び、次世代へ伝える
●県民協働による流域活動に
参加する

●岐阜の清流を内外にＰＲする

「清流の国ぎふづくり」の骨格（３つの柱と１０の施策）

１．清流を守る ２．清流を活かす ３．清流を伝える

背景～清流の国ぎふづくり～

「清流の国ぎふづくり」施策
・ この「清流の国ぎふづくり」において、「「水みち」の連続性を確保すること」が施策の
ひとつに位置付けられています。

自然と共生した川づくりの事例（梅谷川） 小中学校の「総合学習」の支援状況 流域一斉清掃の様子（長良川） 5



背景～清流の国ぎふづくり～

「水みち」の連続性の状況

・ 平成４年３月に旧建設省の「魚がのぼりやすい川づくり事業」のモデル河川
に長良川が指定を受けた事を契機に、全県的に整備を進めてきました。
・ 一級河川の県管理区間及び砂防施設には、魚道が約６７０箇所設置されて
います。

上：開撫床固工魚道（郡上市：吉田川）
下：小野用水堰魚道（郡上市：吉田川）

上坂本堰堤魚道（郡上市：吉田川） 6



河川魚道の機能回復事業について
～平成23年度からの取り組み～
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ＮＯ．1

施設台帳 ｶﾙﾃNO.

流域・河川名 事務所名

距離標 施設種類

河川横断施設名 魚道設置年

所  在  地 GIS位置ﾃﾞｰﾀ

魚道施設管理者 横断施設管理者

魚道施設の諸元

１．河川横断施設に魚道が設置されている箇所

２．付帯構造物

遠景写真 近景写真

４．魚道の形状 ４．魚道の形状 ４．魚道の形状

５．魚道の形式 ５．魚道の形式 ５．魚道の形式

６．横断施設落差 ６．横断施設落差 ６．横断施設落差

７．魚道幅 ７．魚道幅 ７．魚道幅

８．魚道延長 ８．魚道延長 ８．魚道延長

９．魚道勾配 ９．魚道勾配 ９．魚道勾配

備考欄

全体評価

魚道３　諸元

A．現状で良好

B．経過を観察する

Ｃ．維持管理活動を要する(人力可)

Ｄ．補修、改修を要する(要重機)

河川・砂防・農業・電力・その他（　　　　　　　　　　）

/　　 　/ /　　 　/

３．対象魚道写真

最新の全体評価
に関する所見

/　　 　/ /　　 　/ /　　 　/

魚道の連続性
の評価

点検日

　　　°　　　′　　　″  /　　　　　°　　　′　　　″

昭和　・　平成　　　　　　年　　・　　不明　

　Ａ．付帯構造物（                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　）　B．付帯構造物無

　　　　　　取水口がある場合：取水位置(左岸　・　右岸　・　全面)

魚道１　諸元

（様式-1）

Ａ．左岸寄り　Ｂ．中央寄り　Ｃ．右岸寄り　D．全断面

魚道２　諸元

清流の国ぎふ・魚道カルテ

河川魚道の機能回復事業(魚道カルテの作成)

岐阜県自然共生工法研究会 魚道研究専門ワーキンググループ清流の国ぎふ・魚道カルテ手引書より

清流の国ぎふ・魚道カルテ

「清流の国ぎふ・魚道カルテ」の作成（魚道の状態の把握）
・ 県ではまず県下の全魚道の状態の「評価」を実施しました。
・評価のためのツールとして、平成２３年度に、岐阜県自然共生工法研究会研究専門部
会魚道研究専門ワーキンググループ(産学民官で構成された魚道に関する調査・研究活
動を行うワーキンググループ)と岐阜県が協同で、魚道の機能を簡便に評価できるチェッ
クシート(「清流の国ぎふ・魚道カルテ」)の作成に取り組みました。
・ 流量や流速、施設の破損状況等の約30項目についてチェックし、魚道の状態をA(現状
で良好)、B(経過を観察する)、C(調査・改善・改修を要する)で全体評価します。
・魚道カルテは、作成から５年経過した平成２９年度に改訂されています。

施設台帳 ＮＯ．1

個別魚道カルテ１ ｶﾙﾃNO.

魚道内流況

魚道の水深 ｃｍ 実測・目視 越流部の水深 ｃｍ 実測・目視

魚道の流速① ｍ／ｓ 魚道の流速① ｍ／ｓ

魚道の流速② ｍ／ｓ 魚道の流速② ｍ／ｓ

魚道の流速③ ｍ／ｓ 越流部の流速① ｍ／ｓ

平均流速 ｍ／ｓ 越流部の流速② ｍ／ｓ

魚道施設の点検

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 土砂、流木等の堆積の有無

　Ａ．無し　　　　　　Ｂ．有り

点検結果とりまとめ

（様式-3）

土砂、流木等の堆積の有無

上流側の
魚道出入口

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

清流の国ぎふ・魚道カルテ

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　Ｂ．魚道機能は維持されているが、経過観察が必要な要因が確認された

　Ｃ．魚道機能が低下、喪失しており、維持管理活動を要する(人力で対応可能)

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

魚道部分

土砂、流木等の堆積状況 　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

魚道の破損箇所の有無

魚道内の水量 魚道内の流況

　１．流れの泡立ちはほとんどない状態で

　　　流下している

浮子等による簡易流速計測 流速計による計測

　２.流れが泡立ち、魚道内の水面の約半分

　　　を覆って流下している

本魚道は機能が維持されてお
り、魚の移動（遡上）が可能と評
価できるか

　Ａ．魚道機能が維持されており、遡上可能

　１．魚道が機能する上で十分な水量がある

　２．魚道機能の一部が機能する水量がある

　４．必要以上の水量が流入している

　３．魚道が機能するだけの水量がない

個別魚道の
機能評価

下流側の
魚道出入口 落差「有り」の場合　落差高 　25cm以下　　　　50cm以下　　　　　１m以下　　　　　それ以上

魚道出入り口の落差の有無

魚道の破損箇所の有無

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

魚道への過剰な水量の流入の有無 　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

隔壁や粗石等からの剥離流 　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

落差「有り」の場合　落差高 　10ｃｍ以下　　　　20ｃｍ以下　　　　30ｃｍ以下　　　　それ以上 

　３．流れが泡立ち、魚道内の水面のほぼ

　　　全体を覆って流下している

プール間落差の有無 　Ａ．無し　　　　　　Ｂ．有り

魚道の破損箇所の有無

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

　Ｄ．魚道機能が低下、喪失しており、補修、改修を要する(重機が必要)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

Ｂ、Ｃ、Ｄと評
価した要因、
現場の状況を
記載する。

個別魚道カルテ
（様式-2）

全体評価カルテ ｶﾙﾃNO.

流域・河川名 河川横断施設名

調査年月日

調査時間及び天候

対象魚種

河道状況の点検

横断施設全体の点検

カワウ、サギ等魚類を

捕食する鳥類の有無
目視された魚類

A．現状で良好

B．経過を観察する

Ｃ．維持管理活動を要する(人力で対応可能)

Ｄ．補修、改修を要する(重機が必要)

点検結果まとめ

　２．破損および異常が限定的であり、緊急性を要しない

土砂、流木等の堆積の有無

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

河床の洗掘状況

　１．魚道を利用して、横断施設の上下流を移動可能

　Ｃ．破損および異常があり、維持管理活動を要する(人力可)

評価(その他施設)

横断施設下流
の河道状況

魚道出入り口付近の澪筋の問題の有無

横断施設上流
の河道状況

河川利用者が多い横断施設において、魚
道の破損による人的被害の恐れがない

か。また、対応の緊急性は無いか。

　１．目立った破損および異常がなく、人的被害の恐れがない

　３．横断施設の上下流を移動できる経路が無い

　２．魚道以外の経路を利用して、横断施設の上下流を移動可能

平成　　　年　　　月　　　　日

　　時　　　　分　～　　　時　　　分（天候：　　　　　）

点検者
(所属等も記載)

　１．横断施設と魚道の全体に水が流れている

魚道の連続性
の評価

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

　３．破損および異常があり、緊急性を要する

評価(連続性)

　３．横断施設と魚道のどちらにもほとんど水が流れていない

魚の移動経路となる澪筋は、河川横断施

設と魚道のどこを流れているか。また、河川
の流量はあるか。

魚道の異常状況

１．遊泳魚のみ(　　　　　　　　　　)　　２．底生魚のみ(　　　　　　　　　　)　　３．遊泳魚及び底生魚(　　　　　　　　　　)

清流の国ぎふ・魚道カルテ

魚道出入り口付近の澪筋の問題の有無

全　体　評　価

　１．無し　　　２．有り(　　　　　　　　　　　　　) 　１．無し　　　２．有り(　　　　　　　　　　　　　)

　２．横断施設に水が流れているが、魚道に水が流れていない

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

横断施設の
魚の移動経路

魚は横断施設の上下流の移動に魚道を利
用できるか。また、魚道以外に移動経路が

あるか。
※１.、２.は複数回答可能

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

Ｂ、Ｃ、Ｄと評
価した要因、
現場の状況を
記載する。

　Ａ．良好　　Ｂ．経過観察　　Ｃ．維持管理　　Ｄ．補修、改修 

横断施設
の越流状況

Ｂ、Ｃ、Ｄと評
価した要因、
現場の状況を
記載する。

点検結果まとめ

特記事項(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

魚道以外の河川横断施設の破損
による人的被害の恐れがないか。
また、対応の緊急性は無いか。

　Ａ．現状で良好で、人的被害の恐れがない

　Ｂ．一部破損および異常があり、経過を観察する

　Ｄ．破損および異常があり、補修、改修を要する(要重機)

全体評価カルテ
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河川魚道の機能回復事業

「河川魚道の機能回復事業」について

改築、修繕

点検体制の確立

・魚道カルテにより「機能不全」と評価された魚道に対して、「点検体制の確立」
と「改築、修繕」から対策を実施しました。

国からの交付金、県予算等を用いて、対策が必要
な魚道の設計、工事発注、維持管理などを行い、
機能回復を図る。

「フィッシュウェイ・サポーター制度」という県民協働
の点検体制を確立し、毎年県下の全魚道の点検を
行う。

9



河川魚道の機能回復事業(魚道の点検体制の確立)
平成２５年度 魚道の点検体制の確立（対応策 １）

・平成２５年度にフィッシュウェイサポーター制度を立ち上げました。多くの魚道
を県民の協力を得ながら見守る制度で、毎年県内で実施する体制を確立しま
した。

フィッシュウェイサポーターとの点検風景

・フィッシュウェイサポーターは
岐阜県民からなるボランティアです。

・「清流の国ぎふ、魚道カルテ」を
用いて、点検します。

・点検は土木事務所ごとに、
毎年夏から秋にかけて実施します。

フィッシュウェイサポーターとの点検風景

10



河川魚道の機能回復事業(魚道の点検体制の確立)
平成２５年度 魚道の点検体制の確立（対応策 １）

・フィッシュウェイサポーターは点検だけでなく簡易な維持管理も行っています。

フィッシュウェイサポーターによる維持管理活動

フィッシュウェイサポーターによる維持管理活動11



河川魚道の機能回復事業
機能不全に陥った魚道の改築・修繕（対応策 ２） 抜本的な改築

大間見川
郡上市

竹原川
下呂市

施行前 施行後

施行前 施行後

12



河川魚道の機能回復事業
維持管理的な対策

大垣市
藤古川

恵那市
高波川

施行前 施行後

施行前 施行後

機能不全に陥った魚道の改築・修繕（対応策 ２）
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河川魚道の機能回復事業

清流の国ぎふ森林・環境基金税について

・ 岐阜県が平成２４年度より導入した、豊かな自然環境の保全と再生に向けた
取り組みを推進するための税（県民1人当たり1,000円/年を負担）です。
・ 「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した緑豊かな「清流の国ぎふづくり」を推
進するための事業の一つとして、「河川魚道の機能回復事業」が位置づけられ
ています。
・ 事業期間 H24～H28年（５年間）
・ 事業費 250,000千円/５年間
○清流の国ぎふ森林・環境税は平成２９年度以降についても制度を継続して
おり、平成３４年３月まで期間延長されています。

河川魚道の機能回復事業 生きものにぎわう水田再生事業 流域協働による効率的な
河川清掃事業 14



5カ年の取り組みの成果
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５カ年の取り組みの成果

魚道点検結果

県下全魚道の5年間の点検結果の推移

A

B

C

：A評価(良好)
：B評価(経過観察)
：C評価(要対応)

・ ５年間で対策を行うとともに、魚道点検を毎年行い、魚道の状態を把握しました。
機能不全に陥っているC判定の魚道は減少し、A、B判定魚道の割合が増加しまし
た。
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５カ年の取り組みの成果

フィッシュウェイサポーター制度の定着

・平成２５年度には、１１５人だったフィッシュウェイサポーターの活動人数が、
平成２９年度には２０６人に増加しました。
・最近では、学生などの応募も多数あり、活動が広がっています。
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５カ年の取り組みの成果

・魚道の機能回復事業は、「産学民官」が協働して取り組む事業となりました。

産官学民による取り組みの広がり

高校生による魚道点検の様子(揖斐土木事務所、郡上土木事務所管内)

産 学

大学、コンサルタント、施工業者
などとの遡上状況調査

官

民 民
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今後の課題
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今後の課題

効率的な維持管理に繋げるためには．．．

平成28年度点検後に対策中

初年度点検時は機能していたが、
5年間で機能不全に陥った魚道県管理以外の魚道

機能回復対策後に、
再び機能不全に陥った魚道

平成28年度C評価魚道の内訳(県下の全魚道対象)

14箇所

6箇所

50箇所

6箇所

・５年間で９６％の魚道が遡上可能な状態となる予定です。
・新たに機能不全に陥る魚道も出てくるため、毎年点検及び修繕を継続的に
行っていく必要があり、効率的な維持管理が求められています。
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今後の課題
効率的な維持管理に繋げるためには．．．

・平成２８年度のC判定魚道を分析すると対策後、
再び機能不全に陥ったものがあることが判明しました。

低コスト、高効率な管理をするため、フィッシュウェイサポーター
による維持管理や、これまで実績のある工法等を分析し河床低
下対策などの予防保全的な対策を検討していかなければなりま
せん。

①県管理魚道の対策

機能不全に陥った魚道の対策

②県管理以外の魚道の対策

平成２６年に、長良川、揖斐川、木曽・飛騨川、宮川の４流域において施設管
理者と県を構成員とする「魚道管理連絡会」を設置しました。各魚道管理者と
県で協働して点検を行い、各管理者が必要な対策を講じるられるよう情報共
有を図っています。
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今後の展望
効率的な維持管理に繋げるためには．．．

①県管理魚道の対策

機能不全に陥った魚道の対策

検討案① 事例集の作成

・5年間県下で実施された機能回復事業により蓄積されたノウハウ
を事例集としてまとめ、今後の維持管理に繋げます。

「機能低下の要因」、「魚道タイプ」ごとで、どのように対処したかを
まとめることを検討中です。

隔壁の破損 土砂の堆積 落差

考えられる機能低下要因

・隔壁が破損し、魚道内の
水深が確保されないなどの
問題を抱えている事例

・魚道内に土砂が堆積し、
遡上が困難となっている事
例

・洗掘により魚道下流に落
差が生じ、遡上が困難に
陥った事例 22



今後の展望
効率的な維持管理に繋げるためには．．．

①県管理魚道の対策

機能不全に陥った魚道の対策

検討案② モニタリングの実施

・改修、維持管理を図った魚道について、「簡易な遡上調査」を実施
することで機能回復状況を把握し、今後の維持管理に繋げます。

県内で行われた簡易調査の様子

H28.７ .15 大間見川魚道・大間見川

今後、マニュアルを作成し、フィッシュウェイサポーターと
ともに、点検時にモニタリングを実施できるよう検討中

H27.10.9 田村頭首工魚道・牧田川
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